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第１ 施設整備の目標 

 

１．計画の性格 

 この計画は、「成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する

法律」の定めるところにより、千葉県知事が関係市町村長の意見をきいて作成し

た案に基づき、総務大臣および主務大臣が協議して決定したものであって、成田

国際空港（以下「新空港」という。）の周辺地域における公共施設その他の施設

の計画的な整備を図るため必要な施策の概要を示したものである。 

 

２．計画の期間 

 この計画の期間は、平成３０年度までとする。 

 

３．施設整備の基本構想 

 新空港の建設に伴い、直接または間接に必要となる公共施設等の整備を図る 

とともに、周辺地域の都市化、関連企業の進出等に対処して、周辺地域の積極的

な地域振興を図るため、次のような諸施設の整備を実施するものとする。すなわ

ち、都心と新空港との連絡網（道路・鉄道）の整備および成田新高速鉄道の整備、

首都圏中央連絡自動車道等の高速道路網の整備等による地域の振興と連携を図

り つ つ 周 辺 道 路 （ 資 材 輸 送 道 路 ・ 付 替 道 路 ・ 地 域 開 発 道 路 ） の 整 備 、 

河川の改修、上水道および下水道の整備、教育施設の改善、農地および農業用 

施設の整備ならびに警察、消防施設等の整備、人口増加に対処するためのニュ－

タウンの建設および地域の活性化に資する市街地の整備を行なうとともに、芝山

鉄道の町中心部までの整備および九十九里地域への延伸の検討を行なう。また、

地元住民のための代替地の整備、騒音対策、職業転換対策等の実施について 

万全を期するものとする。 
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第２ 施設整備に関する事業の概要および経費の概算 

 

１．道 路 

(1)  都心との連絡道路 

 新空港の自動車需要は、昭和４６年度年間３,７６５千台・昭和５１年度 

８,１４３千台・昭和５７年度１７,４０７千台と推計されている。このような

膨大な輸送需要に対処し、都心と新空港の交通の円滑を図る。 

 このため、新空港の供用開始を目途に次の路線について整備を行なう。 

 首都高速道路７号線（京葉道路接続）、京葉道路第１期区間（現４車線を６

車線に拡幅）、京葉道路第３期区間、東関東自動車道千葉成田線（昭和６２年

度より東関東自動車道水戸線に改称）、新東京国際空港線（平成１６年度よ

り成田国際空港線に改称）、新東京国際空港成田停車場線（昭和４５年度より

一般国道２９５号に昇格） 

 これに要する経費の概算は首都高速道路７号線２４,０２５,６８９千円、京

葉道路第１期区間１０,９６０,０００千円、京葉道路第３期区間２,４１４,６

７０千円、東関東自動車道千葉成田線３４,０００,０００千円、新東京国際空

港線２,６００,０００千円、新東京国際空港成田停車場線１,９４８,０００千

円である。 

 事業主体は、首都高速道路７号線は首都高速道路公団（現首都高速道路株

式会社）、京葉道路第１期区間、同第３期区間、東関東自動車道千葉成田線

および新東京国際空港線は日本道路公団（現東日本高速道路株式会社）、新

東京国際空港成田停車場線は千葉県である。 

(2)  資材輸送道路 

 新空港の建設に必要な資材量は２,１２６万トンと推計されている。このう

ち約６割強の１,３１６万トンの資材は道路を使用して輸送する計画となって

いる。 

 このため、資材輸送の円滑化と新空港建設を促進するため次の路線を整備す

る。 

 国道５１号、県道成田江戸崎線、成田滑川線、佐原我孫子線、江戸崎神崎

線、横芝下総線、成田成東線、街路沖大株線 

 これに要する経費の概算は国道５１号２,５９０,０００千円、県道１,１

９６,５９７千円、街路３３,４５０千円である。 
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 事業主体は、国道５１号は国、県道および街路は千葉県である。 

 (3) 付替道路等 

 新空港の敷地のため分断される道路の機能回復を図るため、県道について八

日市場佐倉線（昭和４５年度より一般国道２９６号に昇格）、成田小見川鹿

島港線、市町道については成田市、大栄町（現成田市）、多古町、芝山町の各

市町道（付替延長２５Km）を付替えて整備する。 

 また、新空港周辺の交通の円滑化を図るため、芝山町側からの新空港内への

出入り口を整備するとともに、一部地下道化を図るなど、空港内道路を整備

する。 

 これに要する経費の概算は国道４,６０６,９８４千円、県道５,５８７,８９５千円、

市町道２,８９５,８６４千円、空港内道路２,５０９,０００千円である。 

 事業主体は、新東京国際空港公団（現成田国際空港株式会社）である。 

(4) 地域開発道路等 

 新空港の建設に伴い、新空港周辺地域の都市化、関連企業の進出等に対処し

て交通需要の円滑化を図り、あわせて地域開発に寄与するため地域開発道路等

を整備する。 

 整備をすすめる地域開発道路等は次のとおりである。 

 

国 道（１期） 一般国道２９６号 

国 道（２期） 一般国道２９６号 

県 道（１期） 

成 田 江 戸 崎 線 ・ 成 田 安 食 線 ・ 横 芝 下 総 線 ・ 成 田

東 金 線 ・ 八 日 市 場 佐 倉 線 ・ 成 田 小 見 川 鹿 島 港

線 ・ 成 田 成 東 線 ・ 八 街 三 里 塚 線 ・ 成 田 両 国 線  

県 道（２期） 

成 田 安 食 線 ・ 横 芝 下 総 線 ・ 成 田 成 東 線 ・ 八 街 三

里 塚 線 ・ 成 田 下 総 線 ・ 成 田 小 見 川 鹿 島 港 線 ・ 成

田 松 尾 線 ・ 成 田 東 金 線 （ 昭 和 ５ ７ 年 度 よ り 一 般

国 道 ４ ０ ９ 号 に 昇 格 ）  
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 成 田 市 富 里 市 
大 栄 町 

（現成田市） 
多 古 町 芝 山 町 

下 総 町 

（現成田市） 

市町村道 

 

十余三長沼線 

野毛平大室線 

大清水東和田線 

野毛平宝田線 

田 町 松 原 線 

川栗東和田線 

 

成田根木名線 

成田大堀 

酒々井線 

高野酒々井 

停車場線 

武 州 八 街 線 

七 栄 三 又 線 

中学校立沢線 

大 堀 八 街 線 

芝山酒々井線 

両 国 三 区 線 

七栄大清水線 

根木名 26 号線 

0 1 - 0 0 9 号 線 

O 1 - 0 0 8 号 線 

0 1 - 0 0 7 号 線 

 

吉 岡 新 田 線 

伊 能 赤 池 線 

吉 岡 前 林 線 

津富浦成井線 

稲荷山柴田線 

前林筋ケ谷線 

谷三倉羊舎前線 

吉 岡 原 3号 線 

吉 岡 松 子 線 

 

高 津 原 線 

島 線 

大木度御所台線 

喜 多 線 

桧 木 柏 熊 線 

五辻十余三線 

五 辻 加 茂 線 

水 戸 二 川 線 

林 線 

国 鉄 専 用 線 

八 田 線 

飯 笹 間 倉 線 

西古内南玉造線 

南 玉 造 線 

1 0 0 4 号 線 

 

小 池 横 宮 線 

千 代 田 線 

小原小牧野線 

白 桝 台 宿 線 

岩 山 金 堀 線 

吹込 13 号線 

大 台 3 4 号 線 

高 田 2 号 線 

高 田 1 8 号 線 

牧 野 2 号 線 

弁 天 台 山 線 

角 山 小 割 線 

東 部 6 1 号 線 

0 2 - 0 1 0 号 線 

0 2 - 0 0 5 号 線 

3BL-0044号線 

駅 前 1 号 線 
 

 

小御門滑川線 

大和田倉水線 

七沢青山新田線 

青山新田大栄線 

街 路 沖大株線・成田ニュータウン関連街路・成田ニュータウン地区内街路・国鉄成田駅前線 

区画整理

（成田駅

西口） 

街路（国鉄駅西口線・馬橋竹下線）・区画街路・公園緑地・駅前広場（約５,０００㎡） 

  

   これに要する経費の概算は国道１期１１６,１００千円、国道２期２,１９６, 

０００千円、県道１期１,２８３,９００千円、県道２期３６,９２５,６７９千円、 

市町村道１６,１４２,１４５千円、街路４,４１５,１５０千円、成田駅西口区画理 

１１,３００,０００千円である。 

事業主体は、国道、県道および街路（沖大株線、地区内街路）は千葉県、市町 

村道は成田市、富里市、大栄町（現成田市）、多古町、芝山町および下総町（現

成田市）、街路（関連街路、国鉄成田駅前線）および区画整理は成田市である。 

 

２．河 川 

 新空港の設置に伴い、新空港および周辺地域からの流出増の雨水を排除するた

め必要な河川の改修を行なう。 

 改修を行なう河川は根木名川（１０.４０Km）、荒海川（１.６９Km）、小橋川

（１.６７km）および取香川（３.８８Km）である。 

 これに要する経費の概算は ３３,６２０,０００千円である。 

 事業主体は、千葉県である。 
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３．生活環境施設 

(1)  上水道 

 新空港の設置に伴い、必要な空港用水および空港関係従業員等を収容するた

めに計画されている成田ニュ－タウン（計画人口６万人）に必要な生活用水を

給水するため、上水道施設を整備する。 

 この場合、空港に３０,０００㎥／日、成田ニュ－タウンに２４,０００ 

㎥／日（給水量４００ℓ／人・日）を給水する施設とする。 

 これに要する経費の概算は ８,１６６,５２５千円である。 

 事業主体は、千葉県である。 

 (2)  下水道 

ア 印旛沼流域下水道 

 新空港から発生する汚水量は２３千ｔ／日、成田ニュ－タウンから生ずる

汚水量は１９千ｔ／日である。この汚水量を処理するため管渠４０Km、ポン

プ場５か所、処理場１か所の建設を新空港の供用開始と時期を同じくして整

備する。 

 これに要する経費の概算は１３,２００,０００千円である。 

 事業主体は千葉県である。 

イ 地区内下水道 

(ｱ)  成田ニュ－タウン地区内下水道 

 成田ニュ－タウンから発生する汚水量は１９千ｔ／日である。このため

成田ニュータウン内に汚水管７０km、雨水管３０km、ポンプ場１か所を

整備する。 

 これに要する経費の概算は３,７２３,０００千円である。 

 事業主体は、成田市である。 

(ｲ)  三里塚地区内下水道 

 三里塚地区から発生する汚水量は１０千ｔ／日である。このため三里塚

地区内に汚水管４４.８Km、雨水管２.０km、ポンプ場１か所、調整池３

か所を整備する。 

 これに要する経費の概算は３,９１１,６２０千円である。 

 事業主体は、成田市である。 
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(ゥ) 千代田地区内下水道 

 千代田地区から発生する汚水量は７千ｔ／日である。このため千代田

地区内に汚水管１.７Kmを整備する。 

 これに要する経費の概算は８３７,０００千円である。 

 事業主体は、芝山町である。 

(ェ)  小池地区内下水道 

 小池地区から発生する汚水量は８千ｔ／日である。このため小池地区内

に汚水管４９．７Km、処理場１か所を整備する。 

 これに要する経費の概算は７,０６４,０００千円である。 

 事業主体は、芝山町である。 

(3)  公園・緑地 

 成田ニュ－タウン内の生活の環境整備を図るため、公園、緑地約１８haを確

保して運動施設、休養施設等の施設を整備し、大公園を建設する。 

 これに要する経費の概算は９９９,９４６千円である。 

 事業主体は、成田市である。 

(4)  ごみ焼却場 

 成田ニュ－タウン内の都市機能を維持し生活環境の適正化を図るため、ごみ

処理能力７２ｔ／日の焼却場を整備する。 

 これに要する経費の概算は１,６２５,７５０千円である。 

 事業主体は、成田市である。 

 

４．教育施設 

(1)  小学校 

 成田ニュ－タウンの小学校就学児童を就学させるため必要な小学校を８校 

（１３９学級）整備する。 

 これに要する経費の概算は５,１６８,４９５千円である。 

 事業主体は、成田市である。 
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(2)  中学校 

 成田ニュ－タウンの中学校生徒を就学させるため必要な中学校を４校（既設

校の学級増を含め８４学級）整備する。 

 これに要する経費の概算は１２,３９９,００９千円である。 

 事業主体は、成田市である。 

(3)  給食施設 

 成田ニュ－タウン内の小学校および中学校の児童、生徒に対し給食を実施す

るため、センタ－方式の給食施設を整備する。 

 これに要する経費の概算は４４,２５３千円である。 

 事業主体は、成田市である。 

(4)  高等学校 

 成田ニュ－タウンの高等学校進学希望者のために高等学校を２校（４８学級）

整備する。 

 これに要する経費の概算は３,５２４,３８６千円である。 

 事業主体は、千葉県である。 

(5)  公民館 

 成田ニュ－タウンの住民に対し社会教育の充実を図るため、中央公民館１館、

地区館３館を整備する。 

 これに要する経費の概算は６７３,６４０千円である。 

 事業主体は、成田市である。 

(6)  航空機騒音障害防止のための施設 

 新空港周辺における幼稚園および学校等の教育施設に対する航空機騒音障害

を防止するため防音施設が必要であり、「公共用飛行場周辺における航空機騒

音による障害防止等に関する法律」に基づき、防音工事を実施することとする。 

 防音工事の対象となる施設は、１９施設と推定される。 

 これに要する経費の概算は３,９４２,７６５千円である。 

 事業主体は、千葉県、成田市、芝山町、多古町、下総町（現成田市）およ

び設置者である。 
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５．消防施設 

(1)  成田ニュ－タウンの消防施設 

 成田ニュ－タウンにおける中高層住宅等の建築物の火災に対処し、消防施設

の整備を図る。 

 これに要する経費の概算は１８３,４１８千円である。 

 事業主体は、成田市である。 

(2) 新空港周辺の消防施設 

 航空機の運航に伴う不慮の災害、また新空港周辺の都市化に対処するため、

成田市、富里市、大栄町（現成田市）、多古町、芝山町、下総町（現成田市）

および横芝町（現横芝光町）に消防施設の整備を図る。 

 これに要する経費の概算は１,１５５,４７１千円である。 

 事業主体は、成田市、富里市、大栄町（現成田市）、多古町、芝山町、下総

町（現成田市）および横芝町（現横芝光町）である。 

 

６．農地および農業用施設 

(1) 代替地造成事業 

 新空港用地内に農地または宅地を所有する住民が農地または宅地を提供後も

引続き営農等を行なえるようにするため、代替地約５００haのうち２６３haに

ついて必要な整地、土壌改良、畑地かんがい施設、飲料水供給施設等の整備を

行なう。 

 これに要する経費の概算は６１０,７００千円である。 

 事業主体は、千葉県である。 

(2)  成田用水事業 

 空港周辺地域の農用地約３,１００haの農業者の農業所得の増大を図るため

かんがい排水事業、ほ場整備事業、畑地帯総合土地改良事業および土地改良総

合整備事業を行なう。 

 これに要する経費の概算は、５０,７１１,４９５千円である。 

 事業主体は、水資源開発公団（現独立行政法人水資源機構）、千葉県およ

び土地改良区である。 

(3) 根木名川土地改良事業 

 根木名川河川改修事業の実施に伴い、改修区間に係る農用地約１,０００ha 
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についてかんがい排水事業およびほ場整備事業を行なう。また、新空港の設置

に伴う周辺地域の都市化の進展による雨水の流出増、交通量の増大等に対処し

用排水施設等を整備するため、先の農用地を含めた約１,３００haについてか

んがい排水事業および土地改良総合整備事業を行なう。 

 これに要する経費の概算は１３,９９５,２８８千円である。 

 事業主体は、千葉県である。 

 (4)  農業集落排水事業 

 新空港の設置に伴う周辺地域の都市化、生活様式の多様化による生活雑排水

の増加に対処し、農業用排水の水質保全と農村の生活環境の改善を図るため、

汚水処理施設等を整備する。 

 これに要する経費の概算は１７,９７１,９１５千円である。 

 事業主体は、多古町、下総町（現成田市）、大栄町（現成田市）、松尾町

（現山武市）、横芝町（現横芝光町）および芝山町である。 

７．その他の施設 

(1)  鉄  道 

 新空港の開港に伴い、新空港と都心等の既成市街地等への輸送の円滑化を図 

るため、総武本線東京千葉間３９kmの複々線化、地下鉄東西線東陽町西船橋間 

１５kmおよび京成線東成田駅芝山町千代田間２.７kmの整備を行なう。 

 これに要する経費の概算は総武本線複々線化７１,９０８,０００千円、

地下鉄東西線延長３１,６５０,０００千円、京成線東成田駅芝山町千代田間

８,０７２,０００千円である。 

      事業主体は、日本国有鉄道（現東日本旅客鉄道株式会社）、帝都高速度交通

営団（現東京地下鉄株式会社）および芝山鉄道株式会社である。 
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 (2)  職業訓練 

 新空港の開港に伴い必要とする技能者を確保し、あわせて空港用地提供者

および代替地提供者で職業転換を必要とする者の雇用を促進するため、職業訓

練施設を設置する。 

ア 成田総合高等職業訓練校 

 成田市に成田総合高等職業訓練校（用地約３ha、本館・実習場・寄宿舎・

付属建物等）を設置する。 

 これに要する経費の概算は４５０,０００千円である。 

 事業主体は、雇用促進事業団（現独立行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構）である。 

イ 芝山高等技術専門校 

 芝山町に芝山専修職業訓練校（用地約１ha、本館・実習場・寄宿舎・付属

建物等）を設置する。 

 これに要する経費の概算は６０,０００千円である。 

 事業主体は、千葉県である。 

(3)  保育所 

ア 成田ニュ－タウン内の保育所 

 成田ニュ－タウンの児童を保育するための施設として６か所の保育所を整

備する。 

 これに要する経費の概算は９８３，９９２千円である。 

 事業主体は、成田市である。 

 

イ 保育所等の防音施設 

 新空港周辺における保育所および精神薄弱児施設に対する航空機騒音障

害を防止するため防音施設が必要であり、「公共用飛行場周辺における航空

機騒音による障害防止等に関する法律」に基づいて整備を行なう。 

 これに要する経費の概算は１３５,３６４千円である。 

 事業主体は、施設の設置者である。 
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(4)  警  察 

 新空港設置に伴い必要な警察施設として空港署、空港内派出所、高速道路検

問所、空港内見張所、通信施設等を整備する。 

 これに要する経費の概算は２０３,０００千円である。 

       事業主体は、新東京国際空港公団（現成田国際空港株式会社）である。 

 (5)  宅地造成事業 

 新空港の開港によって空港に勤務する者、空港に関連して進出する企業の従

業員その他の増加人口に対処し、秩序ある市街地と生活基盤を整備するため国

鉄成田駅西側台地に成田ニュ－タウンの宅地造成を行なう。 

 これに要する経費の概算は２３,９９８,６０８千円である。 

 事業主体は、千葉県である。 
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参考資料 
 

成田国際空港周辺地域整備計画事業費 

単位千円 
 

 

事 項 
 

 

事 業 費 
 

 

道     路  

都 心 と の 連 絡 道 路  

首 都 高 速 道 路 ７ 号 線  

京 葉 道 路 第 １ 期 区 間  

京 葉 道 路 第 ３ 期 区 間  

東 関 東 自 動 車 道 千 葉 成 田 線  

新 東 京 国 際 空 港 線          

新 東 京 国 際 空 港 成 田 停 車 場 線  

資 材 輸 送 道 路        

付 替 道 路 等        

付 替 道 路        

空 港 内 道 路        

地 域 開 発 道 路 等  

国 道        

県 道        

市 町 村 道        

街 路        

区 画 整 理        

計  

 

河     川  

生 活 環 境 施 設  

上 水 道       

下 水 道       

印 旛 沼 流 域 下 水 道  

地 区 内 下 水 道         

公 園 ・ 緑 地       

ご み 焼 却 場       

計  
 

 

 

     ７５,９４８,３５９ 

     ２４,０２５,６８９ 

     １０,９６０,０００ 

      ２,４１４,６７０ 

     ３４,０００,０００ 

      ２,６００,０００ 

      １,９４８,０００ 

      ３,８２０,０４７ 

     １５,５９９,７４３ 

     １３,０９０,７４３ 

      ２,５０９,０００ 

     ７２,３７８,９７４ 

      ２,３１２,１００ 

     ３８,２０９,５７９ 

     １６,１４２,１４５ 

      ４,４１５,１５０ 

     １１,３００,０００ 

    １６７,７４７,１２３ 

 

     ３３,６２０,０００ 

 

      ８,１６６,５２５ 

     ２８,７３５,６２０ 

     １３,２００,０００ 

     １５,５３５,６２０ 

        ９９９,９４６ 

      １,６２５,７５０ 

     ３９,５２７,８４１ 
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事 項 
 

 

事 業 費 
 

 

教 育 施 設       

小 学 校       

中 学 校       

給 食 施 設       

高 等 学 校       

公 民 館       

航 空 機 騒 音 障 害 防 止 の た め の 施 設   

計  

 

消 防 施 設       

成 田 ニ ュ ー タ ウ ン の 消 防 施 設  

新 空 港 周 辺 の 消 防 施 設  

計  

 

農 地 お よ び 農 業 用 施 設  

代 替 地 造 成 事 業         

成 田 用 水 事 業         

根 木 名 川 土 地 改 良 事 業  

農 業 集 落 排 水 事 業  

計  

 

そ の 他 の 施 設  

鉄 道       

総 武 本 線 複 々 線 化  

地 下 鉄 東 西 線         

京 成 線 東 成 田 駅 芝 山 町 千 代 田 間  

職 業 訓 練       

成 田 総 合 高 等 職 業 訓 練 校   

芝 山 高 等 技 術 専 門 校  
 

 

 

      ５,１６８,４９５ 

     １２,３９９,００９ 

         ４４,２５３ 

      ３,５２４,３８６ 

        ６７３,６４０ 

      ３,９４２,７６５ 

     ２５,７５２,５４８ 

 

 

        １８３,４１８ 

      １,１５５,４７１ 

      １,３３８,８８９ 

 

 

        ６１０,７００ 

     ５０,７１１,４９５ 

     １３,９９５,２８８ 

     １７,９７１,９１５ 

     ８３,２８９,３９８ 

 

 

    １１１,６３０,０００ 

     ７１,９０８,０００ 

     ３１,６５０,０００ 

      ８,０７２,０００ 

        ５１０,０００ 

        ４５０,０００ 

         ６０,０００ 
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事 項 
 

 

事 業 費 
 

 

保 育 所       

成 田 ニ ュ － タ ウ ン 内 の 保 育 所  

保 育 所 等 の 防 音 施 設  

警 察       

宅 地 造 成 事 業  

      計  

 

 

 

 

 

合    計  

 
 

 

      １,１１９,３５６ 

        ９８３,９９２ 

        １３５,３６４ 

        ２０３,０００ 

     ２３,９９８,６０８ 

    １３７,４６０,９６４ 

 

 

 

 

 

    ４８８,７３６,７６３ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


